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原
点
に
立
ち
返
り
真
の
社
会
保
障
に

相

応

し

い

改

革

の

議

論

を

開
会
中
の
通
常
国
会
に
い
く
つ

も
の
関
連
法
案
が
上
程
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
先
だ
っ
て
、
今
年
は

医
療
と
介
護
報
酬
の
同
時
改
定

の
年
に
あ
た
る
が
、
注
目
を
集

め
て
い
た
改
定
内
容
が
先
ほ
ど

発
表
さ
れ
、
診
療
報
酬
、
介
護

報
酬
の
何
れ
も
、
こ
の
「
一
体

改
革
」
の
示
す
あ
り
方
を
先
取

り
し
た
形
と
な
り
、
医
療
現

場
・
介
護
現
場
に
不
安
が
拡

白
色
確
定
申
告
の
留
意
点
 （
２
面
）

地
区
懇
（
右
京
、綾
部
・
福
知
山
、西
京
） （
３
面
）

介
護
報
酬
改
定
へ
の
意
見
 （
４
面
）

主な内容

　「
社
会
保
障

と
税
・
一
体
改

革
」
が
閣
議
決

定
さ
れ
大
綱
が

発
表
さ
れ
た
。

野
田
政
権
の
中

心
課
題
と
し
て

が
っ
て
い
る
。

　「
改
革
」で
強
調
さ
れ
て
い
る

の
は
制
度
の
持
続
可
能
性
で
あ

り
、
こ
れ
か
ら
の
医
療
・
介
護

の
目
指
す
方
向
は
「
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
を
構
築
し
、

自
助
共
助
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
お
け
る
住
民
同
士
の
お

互
い
の
助
け
合
い
で
あ
る
。

「
国
民
の
自
立
を
支
え
安
心
し

て
生
活
が
で
き
る
社
会
基
盤
を

整
備
す
る
」
の
が
社
会
保
障
だ

と
い
う
。

　
我
が
国
の
高
齢
者
福
祉
の
原

点
は
１
９
６
３
年
に
制
定
さ
れ

た
老
人
福
祉
法
で
あ
り
、
そ
の

基
本
的
理
念
は
「
老
人
は
、
多

年
に
わ
た
り
社
会
の
進
展
に
寄

与
し
て
き
た
者
と
し
て
、
か

つ
、
豊
富
な
知
識
と
経
験
を
有

す
る
者
と
し
て
敬
愛
さ
れ
る
と

と
も
に
、
生
き
が
い
を
持
て
る

健
全
で
安
ら
か
な
生
活
を
保
障

さ
れ
る
も
の
と
す
る
」、
そ
の

た
め
に
「
国
及
び
地
方
公
共
団

体
は
、
老
人
の
福
祉
を
増
進
す

る
責
務
を
有
す
る
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
一
体

改
革
」
が
２
０
２
５
年
と
い
う

具
体
的
な
時
期
を
定
め
て
描
い

て
み
せ
る
社
会
保
障
の
将
来
像

は
、
国
民
の
期
待
す
る
姿
か
ら

は
ほ
ど
遠
く
、
と
て
も
安
心
で

き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

　
我
々
の
分
野
で
あ
る
医
療
・

介
護
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
高
度
急

性
期
へ
医
療
資
源
を
集
中
投
入

し
、
地
域
の
病
院
の
役
割
分
担

が
進
み
、
発
症
か
ら
入
院
、
回

復
期
、
退
院
ま
で
ス
ム
ー
ズ
に

連
携
が
行
わ
れ
早
期
退
院
、
社

会
復
帰
が
可
能
に
な
る
。
退
院

し
た
ら
、
自
宅
や
ケ
ア
付
き
高

齢
者
住
宅
に
住
ん
で
、　
時
間

２４

対
応
の
訪
問
看
護
や
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
、
地
域
の
老
人
ク

ラ
ブ
・
自
治
会
な
ど
か
ら
生
活

支
援
が
な
さ
れ
、
自
立
を
め
ざ

し
て
介
護
予
防
に
励
み
つ
つ
在

宅
生
活
を
送
る
と
い
う
も
の
。

　「
寝
た
き
り
を
つ
く
ら
な
い
」

こ
と
は
大
事
だ
。
元
気
に
住
み

慣
れ
た
自
宅
で
最
後
ま
で
安
穏

に
過
ご
せ
た
ら
幸
せ
だ
と
思

う
。
し
か
し
、　
歳
、　
歳
に

８０

９０

ま
で
な
っ
た
人
に
い
つ
ま
で
自

立
を
強
要
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
独
居
、
老
老
の
高
齢
世
帯

ば
か
り
が
増
え
る
地
域
で
、
自

助
共
助
の
支
え
合
い
っ
て
、

い
っ
た
い
誰
が
や
っ
て
く
れ
る

の
？
　
年
を
取
っ
た
ら
誰
か
の
お
世

話
に
な
ら
な
い
と
生
き
ら
れ
な

い
。
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
自
立

で
き
な
い
人
も
い
る
。「
一
体

改
革
」
が
い
う
自
立
前
提
の
社

会
保
障
の
考
え
方
は
間
違
っ
て

い
る
。
ま
ず
増
税
あ
り
き
の
議

論
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

真
の
社
会
保
障
に
相
応
し
い
改

革
の
中
身
を
し
っ
か
り
と
議
論

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
財
務
省
か
ら
の
圧
力
に
も

か
か
わ
ら
ず
０
・
０
０
４
％
プ

ラ
ス
改
定
に
し
た
と
い
う
。
し

か
し
、
長
期
収
載
品
薬
価
の
引

き
下
げ
を
入
れ
れ
ば
マ
イ
ナ
ス

改
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

少
し
考
え
れ
ば
誰
に
で
も
わ
か

る
こ
と
だ
。
実
質
０
・
０
６
％

マ
イ
ナ
ス
な
の
で
、
財
務
省
は

痛
く
も
痒
く
も
な
い
▼
し
か

し
、
今
回
の
改
定
に
は
ポ
リ

シ
ー
が
あ
る
と
い
う
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
た
と
え
マ
イ
ナ
ス
で

も
納
得
で
き
る
改
定
と
い
う
見

方
も
で
き
る
。
社
会
保
障
・
税

一
体
改
革
の
評
価
は
分
か
れ
る

だ
ろ
う
。
少
子
高
齢
化
社
会
で

は
、
医
療
費
は
ど
ん
ど
ん
増
え

続
け
、
支
え
る
財
源
は
減
り
続

け
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
保
険
医

療
制
度
が
破
綻
す
る
の
で
、
破

綻
し
な
い
た
め
の
方
向
が
、
一

体
改
革
と
い
わ
れ
て
い
る
▼
若

い
世
代
は
、
年
金
の
み
な
ら
ず

今
の
健
康
保
険
制
度
は
破
綻
す

る
と
思
っ
て
い
る
。
子
ど
も
よ

り
、
選
挙
権
の
あ
る
お
年
寄
り

の
方
ば
か
り
政
治
家
は
見
続
け

て
き
た
の
だ
か
ら
仕
方
が
な

い
。
子
育
て
し
て
い
る
保
護
者

に
、
子
の
数
だ
け
選
挙
権
を
与

え
れ
ば
、　
年
後
の
日
本
を
真

２０

剣
に
考
え
る
政
治
家
が
増
え
る

で
あ
ろ
う
。
で
も
選
挙
制
度
改

革
を
決
め
る
の
は
、
自
分
の
政

党
の
当
選
者
が
増
え
る
こ
と
を

第
一
に
考
え
る
今
の
政
治
家
達

で
あ
る
▼
社
会
保
障
・
税
一
体

改
革
の
ポ
リ
シ
ー
を
進
め
れ

ば
、
２
０
２
５
年
ま
で
あ
と
６

回
の
改
定
で
、
保
険
診
療
が
医

療
の
進
歩
に
遅
れ
な
い
で
、
か

つ
破
綻
し
な
い
で
い
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
ま
で
に
何

人
の
厚
労
大
臣
が
就
任
す
る
の

だ
ろ
う
か
？
 

（
蕉
）

　
今
回
の
診

療
報
酬
改
定

は
マ
イ
ナ
ス

改
定
で
あ
っ

た
。
厚
労
省

　
政
府
は
２
月
　
日
、
社
会
保

１７

障
・
税
一
体
改
革
大
綱
を
閣
議

決
定
。
１
月
６
日
の
素
案
決
定

以
降
、
野
党
と
の
事
前
協
議
を

行
え
な
い
ま
ま
、
３
月
中
に
消

費
税
増
税
を
柱
と
す
る
法
案
を

国
会
に
提
出
す
る
た
め
、
ほ
ぼ

素
案
の
ま
ま
大
綱
と
し
た
。

　
各
種
世
論
調
査
で
内
閣
支
持

率
が
　
％
程
度
と
低
迷
し
、
消

３０

費
税
増
税
に
反
対
が
賛
成
を
上

回
る
中
で
あ
る
が
、
政
府
は
法

案
提
出
を
強
行
す
る
構
え
だ
。

　
な
お
、
関
連
法
案
の
提
出
が

進
ん
で
い
る
。
医
療
で
は
国
保

財
政
運
営
の
都
道
府
県
単
位
化

を
推
進
す
る
国
保
法
改
定
法
案

が
２
月
３
日
に
提
出
ず
み
だ
。

　
一
方
、
一
体
改
革
と
同
時
に

進
め
ら
れ
て
き
た
共
通
番
号
制

度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
を
導
入

す
る
た
め
の
「
個
人
識
別
番
号

法
案
」
を
政
府
が
２
月
　
日
に

１４

閣
議
決
定
し
た
。
２
０
１
４
年

６
月
に
国
民
一
人
一
人
に
番
号

を
交
付
し
、　
年
１
月
に
利
用

１５

開
始
す
る
と
し
て
い
る
。

　
番
号
制
は
、
所
得
や
社
会
保

障
の
受
給
実
態
を
把
握
し
、
個

人
や
世
帯
の
状
況
に
応
じ
た
社

会
保
障
給
付
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

　
同
様
の
制
度
は
、
自
民
党
政

権
時
代
か
ら
幾
度
も
検
討
さ
れ

て
き
た
が
、
国
民
の
反
発
か
ら

見
送
ら
れ
て
き
た
。
今
回
は
、

社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
と

絡
め
て
、
消
費
税
引
き
上
げ
時

の
給
付
付
き
税
額
控
除
、
社
会

保
障
の
制
度
横
断
的
な
自
己
負

担
軽
減
策
と
し
て
の
総
合
合
算

制
度
の
導
入
と
い
っ
た
メ
リ
ッ

ト
を
前
面
に
導
入
を
図
る
。

　
個
人
情
報
保
護
の
た
め
、
行

政
機
関
な
ど
を
監
視
す
る
第
三

者
機
関
の
設
置
や
情
報
漏
洩
に

対
す
る
罰
則
を
盛
り
込
ん
で
い

る
が
、
目
的
外
使
用
や
情
報
漏

洩
問
題
へ
の
国
民
の
不
安
払

し
ょ
く
は
で
き
て
い
な
い
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
医
療
情
報

の
積
極
的
連
動
に
は
特
別
法
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
。厚
労
省
は

今
春
以
降
、
法
案
作
成
に
向
け

て
議
論
を
始
め
、　
年
通
常
国

１３

会
へ
の
法
案
提
出
を
目
指
す
。

会
場
を
埋
め
つ
く
し
た
参
加
者
が
熱
心
に
新
点
数
を
検
討

　
協
会
は
、「
診
療
報
酬
改
定

の
概
要
を
早
く
知
り
た
い
」
と

の
要
望
に
お
応
え
し
て
、
中
医

協
の
答
申
書
を
基
に
、
第
１
次

新
点
数
検
討
会
を
２
月
　
日
に

２５

開
催
し
、
１
６
０
人
が
参
加
し

た
。
　
改
定
に
関
す
る
正
式
な
告

示
・
通
知
は
、
３
月
上
旬
に
厚

生
労
働
省
よ
り
出
さ
れ
る
た

め
、
十
分
な
資
料
が
な
い
中
で

は
あ
る
が
、
今
回
改
定
の
大
枠

や
方
向
性
を
つ
か
ん
で
も
ら
う

こ
と
、
そ
し
て
点
数
に
係
る
疑

問
点
や
不
合
理
点
を
会
員
医
療

機
関
か
ら
寄
せ
て
い
た
だ
き
、

こ
れ
を
厚
生
労
働
省
に
示
し
、

運
用
の
改
善
を
求
め
る
こ
と
に

重
点
を
置
い
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
、
今
回
の
改

定
で
大
き
く
再
編
が
予
定
さ
れ

る
入
院
に
関
す
る
も
の
の
ほ

か
、
新
設
さ
れ
る
同
一
日
の
２

科
目
再
診
料
や
、
機
能
を
強
化

し
た
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
・

支
援
病
院
に
つ
い
て
な
ど
、
多

く
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。
個

別
に
回
答
す
る
と
と
も
に
、
具

体
的
な
算
定
要
件
、
施
設
基
準

を
伴
う
事
項
は
、
３
月
　
日
に

２４

開
催
す
る
第
２
次
検
討
会
（
案

内
下
掲
）
で
解
説
し
て
い
き
た

い
。
同
日
は
、
新
設
さ
れ
た
点

数
を
中
心
と
し
て
、
会
員
医
療

機
関
の
算
定
機
会
が
多
い
と
考

え
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
解
説
を

行
う
。
ぜ
ひ
多
く
の
参
加
を
お

願
い
し
た
い
。
な
お
、
次
回
の

説
明
会
に
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト

『
点
数
表
改
定
の
ポ
イ
ン
ト
２

０
１
２
年
４
月

版
』
は
、
３
月

　
日
頃
に
送
付

１０す
る
案
内
往
復

ハ
ガ
キ
と
の
交

換（
１
冊
無
料
）

に
な
る
の
で
、

案
内
ハ
ガ
キ
を

忘
れ
ず
に
ご
持
参
い
た
だ
き
た

い
。

点数表改定のポイント引換券

一体改革関連
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検
討
会

新
点
数
の
改
善
点
等
を
集
約

共
通
番
号
法
案
を
閣
議
決

 共
通
番
号
法
案
を
閣
議
決
定定

医
療
情
報
取
扱
い
で
特
別
法
の
議
論
へ

協会は改定のポイントをわかりやすく解説する点数検討会を３段階で開催します。
開催の詳細及び申込用紙はグリーンペーパーに掲載。
Step 2『点数表改定のポイント』説明会
　日　時　３月２４日（土）午後２時～
　会　場　①京都市会場：京都産業会館・シルクホール（Ａ図参照）
　　　　　②北  部  会  場：舞鶴メディカルセンター（B図参照）
　資　料　『点数表改定のポイント・２０１２年４月版』

Step 3『新点数運用Ｑ＆Ａ・レセプトの記載』説明会
　日　時　４月２６日（木）午後２時～
　会　場　①京都市会場：登録会館（予定）
　　　　　②北  部  会  場：舞鶴メディカルセンター（B図参照）
　資　料　『新点数運用Ｑ＆Ａ・レセプトの記載』
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烏
丸
線

阪急京都線阪急京都線阪急京都線

至河原町至河原町

至京都駅至京都駅

北吸
小浜線

舞鶴線

赤れんが博物館

東舞鶴東舞鶴
郵便局郵便局

舞鶴舞鶴市役所市役所

舞鶴メディカルセンター

国道国道2727
号線号線

丹後街道丹後街道

東
舞
鶴
駅

国道27
号線

東舞鶴
郵便局

舞鶴市役所 丹後街道

Ａ

診療報酬新点数検討診療報酬新点数検討会会  ３３ステップでよりステップでより理解理解がが深まる深まる！！

●●Ｂ

 お
早
め
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
！

●「
社
会
保
険
診
療
提
要
」３
月
　１６

日
ま
で
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

●「
介
護
報
酬
改
定
の
ポ
イ
ン
ト
」

３
月
９
日
ま
で
に
お
申
し
込
み

下
さ
い
。 

 ご
注
意
下
さ
い
！

●
前
回
改
定
ま
で
送
付
し
て
い
た

「
薬
効
別
薬
価
表
」は
廃
止
し
ま

し
た
。告
示
即
、薬
価
速
報
が
知
り

た
い
方
は
、別
途
協
会
に
ご
相
談
下

さ
い
。

Step １ は終 了
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京
都
府
保
険
医
協
会
は
２
月

　
日
に
協
会
会
議
室
に
お
い

２３て
、
平
成
　
年
分
白
色
確
定
申

２３

告
説
明
会
を
開
催
し
た
。

　
当
日
は
、
鴨
井
勝
也
税
理
士

よ
り
、
平
成
　
年
度
分
所
得
税

２３

の
主
な
改
正
点
を
解
説
し
た
の

ち
確
定
申
告
の
留
意
点
に
つ
い

て
説
明
し
た
。

　
平
成
　
年
分
の
申
告
か
ら
適

２３

用
さ
れ
る
の
は
、
年
少
扶
養
控

除
（
　
歳
未
満
の
扶
養
親
族
の

１６

控
除
）　
万
円
の
廃
止
、　
歳

３８

１６

以
上
　
歳
未
満
の
も
の
に
対
す

１９

る
扶
養
控
除
に
つ
い
て
上
乗
せ

部
分
　
万
円
の
廃
止
。

２５

　
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
、
ま
た

は
公
益
社
団
法
人
等
に
対
し
て

寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
、

税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
確
定
申
告
す
る
際
に
、
特
に

注
意
し
た
い
主
な
内
容
は
以
下

の
通
り
。

　
①
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場

合
、
医
療
保
険
等
か
ら
の
補
て

ん
額
を
差
し
引
き
す
る
こ
と
を

忘
れ
な
い
こ
と
。

　
②
配
偶
者
の
介
護
保
険
料
等

が
配
偶
者
の
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
て
い
る
時
は
、
社
会
保
険

料
控
除
に
含
め
ら
れ
な
い
。
特

別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
変
更

し
、
納
税
者
本
人
が
負
担
す
れ

ば
合
算
で
き
る
。

　
③
配
偶
者
の
所
得
が
　
万
円

３８

を
銀
行
口
座
か
ら
引
落
し
す
る

場
合
に
、
資
金
不
足
等
で
引
き

落
と
せ
な
け
れ
ば
、
延
滞
税
が

つ
く
の
で
残
高
確
認
し
て
お
く

こ
と
。

　
⑥
震
災
関
連
の
寄
附
を
し
た

時
は
、
第
二
表
の
住
民
税
の
欄

に
記
載
を
忘
れ
な
い
こ
と
。

　
⑦
京
都
府
医
師
会
を
通
じ
て

寄
附
し
た
場
合
、
送
金
控
え
と

京
都
医
報
７
月
１
日
号
１
頁
の

コ
ピ
ー
の
添
付
も
必
要
。

　
⑧
京
都
府
保
険
医
協
会
を
通

じ
て
寄
附
し
た
場
合
、
日
赤
・

中
央
共
同
募
金
会
か
ら
の
領
収

証
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
日
赤

の
領
収
証
は
寄
附
金
控
除
と
し

て
所
得
控
除
、
住
民
税
の
税
額

控
除
の
対
象
。
中
央
共
同
募
金

会
か
ら
の
領
収
証
は
寄
附
金
控

除
と
し
て
所
得
控
除
か
税
額
控

除
を
選
択
で
き
る
。

超
　
万
円
未
満
、

７６
納
税
者
の
所
得
が

１
０
０
０
万
円
以

下
で
あ
れ
ば
配
偶

者
特
別
控
除
の
対

象
に
な
る
。

　
④
税
金
の
還
付

を
受
け
た
場
合
、

利
息
が
付
い
て
い

れ
ば
事
業
の
雑
収

入
か
、
申
告
書
の

雑
所
得
の
欄
に
入

れ
る
こ
と
。

　
⑤
税
金
の
納
付

鴨
井
税
理
士
が
白
色
確
定
申
告
を
解
説

　京都府保険医協会の呼びかけで東日本大震災の義援金にご協
力いただいた方には、日本赤十字社あるいは社会福祉法人中央
共同募金会からの領収証を８月にお送りしています。確定申告
に際しては以下の取扱いになります。

●日本赤十字社からの受領証 
　（但書：東日本大震災義援金）
　義援金としての寄附（受領証を確定申告の際に添付）
　個人　所得税の寄附金控除（所得控除）
　　　　寄附金額（総所得金額等の８０％を限度）－２,０００円
　　　　※東日本大震災に対する義援金は、「ふるさと寄附金

（納税）」扱いになり、確定申告すると翌年度の個人
住民税で税額控除を受けることができます。

　法人　指定寄附金として全額損金に算入。

●中央共同募金会からの領収書 
（但書：地震災害におけるボランティア・ＮＰＯ活動 
支援のための募金）

　被災者支援活動支援としての寄附
 （領収書を確定申告の際に添付）
　個人　所得税の寄附金控除（所得控除か税額控除を選択）
　　　　＜所得控除＞
　　　　　寄附金額（総所得金額等の８０％を限度）－２,０００円
　　　　＜税額控除＞（所得税額の２５％を限度）
　　　　　［寄附金額（総所得金額等の８０％を限度）－２,０００円］

×４０％
　法人　指定寄附金として全額損金に算入。

震災寄附金の確定申告
寄附金控除の対象となります

白
色
確
定
申
告
の
留
意
点
を
解
説

 榎
 寄
附
金
の
控
除
も
忘
れ
ず
に

小児科診療内容向上会

TEL 075-212-8877
FAX 075-212-0707お申し込み等は京都府保険医協会事務局まで

消化器診療内容向上会
　日　時　３月３１日（土） 向上会：午後５時３０分～７時３０分
  懇親会：午後７時３０分～９時
　場　所　京都国際ホテル２階「平安の間」
 （京都市中京区堀川通二条城前　緯０７５崖２２２崖１１１１）
　解　説　新点数の留意事項と最近の審査事情
 京都小児科医会理事
 京都府国民健康保険診療報酬審査委員会委員　川勝 秀一 氏
　講　演　アレルギー疾患は予防できるか？「衛生仮説」のその後
 国立病院機構京都医療センター小児科　鶴田　悟 氏
　共　催　京都小児科医会　京都府保険医協会
 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
　　　※日本小児科医学会専門医３単位、日医生涯教育講座２単位が認定されます。
　　　　カリキュラムコード：７. 「医療制度と法律」１１. 「予防活動」３９. 「鼻漏・鼻閉」

７９. 「気管支喘息」

　日　時　４月７日（土）午後２時３０分～
　場　所　御所西 京都平安ホテル（旧ホテル平安会館）１階「平安の間」
 （上京区烏丸通上長者町上ル　緯０７５崖４３２崖６１８１）
　One Point Lecture
　　　「消化器がん化学療法の進歩－個別化治療と遺伝子検査」
　　　京都大学大学院医学研究科臨床腫瘍薬理学講座特定准教授　松本 繁巳 氏
　共　催　京都消化器医会　京都府保険医協会　エーザイ株式会社
　　　※日医生涯教育講座２.５単位が認定されます。
　　　　カリキュラムコード：７. 「医療制度と法律」８. 「医療の質と安全」２１. 「食欲不

振」２２. 「体重減少・るい痩」８１. 「終末期のケア」

　今回の文化ハイキングは、東山にある平家物語ゆかりの史跡を訪ねて案内人ととも
に春の一日を、のんびりと過ごします。午前中は、三十三間堂、六波羅蜜寺などをめ
ぐり、「長楽館」で昼食。午後は八坂神社、長楽寺、建仁寺南門などを訪ねます。
　ご家族・スタッフの方々もぜひご参加下さい。なお、全行程３㎞強あります。雨具
のご用意とともに軽装で歩きやすい靴でご参加下さい。
　日　時　４月２２日（日）
 午前９時３０分～午後４時頃
 （雨天決行）
　参加費　５,０００円（拝観料、昼食代含む）
 （先着定員２０人、要申込）
　集　合　午前９時３０分
 三十三間堂前
 （大和大路七条南東角）
　主　催　有限会社アミス

文化ハイキング
 平家物語ゆかりの史跡を巡る

写真は六波羅蜜寺

　今回は文人たちが愛した比叡山麓の、歴史を秘める山里を訪ね歩きます。
　花盛りであろう宝ヶ池公園を抜け、足慣らし程度の小山を越え松ヶ崎の山裾の古刹
を巡って行きます。途中、五山送り火“法”の火床に寄り道、高野川を渡り赤山禅院
へ緩やかに登り、修学院離宮前を南下、音羽川砂防学習ゾーンで洪水との戦いの歴史
を学び、曼殊院に参拝、普段は未公開の武田薬物植物園の見学をする予定です。
　日　時　４月１日（日）午前１０時～
　　　※前日夜の天気予報で京都府南部の降水確率が６０％以上の
　　　　場合は中止
　集　合　午前１０時　京都市営地下鉄・国際会館駅５番出口地上
　行　程　国際会館駅―宝が池公園―涌泉寺―妙円寺（松ヶ崎大黒天）―五

山送り火・法火床―白雲稲荷神社―松ヶ崎橋―赤山禅院（福禄寿）― 修学院
離宮前―音羽川砂防学習ゾーン―曼殊院―曼殊院天満宮―京都武田薬物植
物園―瓜生山―狸谷山不動院―八大神社・詩仙堂― 一乗寺下り松―白川通

　参　加　無料・交通費自弁（昼食・飲物・雨具などは各自ご用意下さい）
　主　催　京都府保険医協会　京都府歯科保険医協会

第２３回　環境ハイキング
「都の鬼門・比叡山麓の自然・歴史探訪」
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印
印
印
印
印
印
印
印
印

印
印
印
印
印
印
印
印
印

刈

侃

瓦

冠

苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅

苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅

乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾

乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾

　
協
会
は
右
京
医
師
会
と
の
懇

談
会
を
１
月
　
日
に
開
催
し

３０

た
。
地
区
か
ら
　
人
、
協
会
か

１３

ら
６
人
が
出
席
し
、
右
京
医
師

会
・
松
井
亮
好
副
会
長
の
司
会

で
進
め
ら
れ
た
。

　
右
京
医
師
会
・
國
枝
恒
治
会

長
は
、「
社
会
保
障
と
税
の
一

体
改
革
で
、
消
費
税
増
税
５
％

の
う
ち
１
％
を
、
医
療
を
は
じ

め
社
会
保
障
充
実
に
充
て
る
と

し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
財

源
は
配
分
さ
れ
な
い
の
か
。
納

得
が
い
か
な
い
」
と
述
べ
る
と

と
も
に
「
開
業
医
の
収
入
が

減
っ
て
い
く
方
向
性
に
警
鐘
を

鳴
ら
し
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
方

策
を
打
ち
出
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
」
と
挨
拶
し
た
。
関
理

事
長
の
挨
拶
の
後
、
協
会
か
ら

情
報
提
供
を
行
っ
た
の
ち
、
意

見
交
換
を
行
っ
た
。

　
地
区
よ
り
社
会
保
障
と
税
の

一
体
改
革
に
触
れ
「
民
主
党
政

権
に
な
っ
て
医
療
費
抑
制
が
変

わ
る
か
と
期
待
し
た
が
、
結
局

は
財
務
省
主
導
で
進
ん
で
お

り
、
地
域
包
括
ケ
ア
も
医
療
費

抑
制
の
一
つ
と
し
て
打
ち
出
さ

れ
て
い
る
」
と
発
言
、
さ
ら
に

「
在
宅
で
の
看
取
り
を
は
じ
め
、

現
場
か
ら
の
意
見
を
聞
い
て
ま

と
め
、
協
会
よ
り
提
言
し
て
ほ

し
い
」
と
要
望
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
協
会
か
ら
「
生
活
ス
タ

イ
ル
や
家
族
形
態
が
多
様
化
す

る
中
で
、
独
居
老
人
や
老
老
介

護
も
多
い
。
そ
う
い
っ
た
ケ
ー

ス
に
対
し
て
本
当
に
在
宅
で
支

え
ら
れ
る
の
か
甚
だ
疑
問
で
あ

り
、
提
言
で
き
る
こ
と
は
行
っ

て
い
き
た
い
」
と
述
べ
た
。
ま

た
「
社
会
保
障
・
税
共
通
番
号

制
度
の
導
入
」
に
つ
い
て
質
問

が
あ
り
、
協
会
よ
り
「
国
は
導

入
を
め
ざ
し
て
い
る
が
、
協
会

は
反
対
の
姿
勢
を
示
し
て
運
動

し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
。

　
ま
た
地
区
か
ら
、
消
費
税
に

よ
る
医
療
機
関
の
「
損
税
」
解

消
に
つ
い
て
「
国
は
診
療
報
酬

で
補
填
し
て
い
る
と
い
う
が
、

実
際
は
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税

を
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

診
療
報
酬
の
上
乗
せ
以
上
の

『
損
税
』が
で
て
い
る
の
が
実
態

で
あ
る
。
今
後
消
費

税
の
税
率
が
上
が
る

な
ら
ば
、
大
幅
な
診

療
報
酬
引
き
上
げ
と

な
ら
な
け
れ
ば
困

る
。
詳
細
に
試
算
し

て
、
要
求
運
動
に
盛

り
込
ん
で
ほ
し
い
」

と
要
望
し
た
。

　
さ
ら
に
、
協
会
の

会
員
増
対
策
に
つ
い
て
質
問
が

出
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
「
新
規

開
業
す
る
方
に
対
す
る
新
規
開

業
予
定
者
講
習
会
や
保
険
講
習

会
の
開
催
等
入
会
対
策
を
行
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
税
理

士
や
建
築
士
な
ど
各
専
門
家
と

連
携
し
て
新
規
開
業
を
支
援
す

る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
ま

た
、
融
資
や
医
療
安
全
対
策
を

は
じ
め
長
い
歴
史
を
も
ち
、
ノ

ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
て
い
る
事
業

の
Ｐ
Ｒ
も
強
化
し
て
い
く
」
と

答
え
た
。

　
そ
の
他
、
保
険
医
新
聞
や
医

療
安
全
対
策
に
関
し
て
も
質
疑

応
答
が
あ
り
、
懇
談
を
終
了
し

た
。

　
協
会
は
綾
部
・
福
知
山
医
師

会
と
の
懇
談
会
を
２
月
８
日
に

開
催
。
綾
部
医
師
会
か
ら
５

人
、
福
知
山
医
師
会
か
ら
８

人
、
協
会
か
ら
７
人
が
参
加
し

た
。
福
知
山
医
師
会
・
牧
野
吉

秀
理
事
の
司
会
で
開
会
。
同

会
・
髙
尾
嘉
興
会
長
と
協
会
・

関
理
事
長
の
挨
拶
の
後
、
協
会

か
ら
情
報
提
供
を
行
い
意
見
交

換
に
移
っ
た
。

　
ま
ず
地
区
か
ら
は
、
協
会
の

医
療
安
全
対
策
に
お
け
る
初
期

対
応
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
よ

り
積
極
的
に
情
報
開
示
や
謝
罪

を
行
う
の
が
現
在
の
潮
流
で
は

な
い
か
と
質
問
が
あ
っ
た
。
協

会
は
、
患
者
・
家
族
の
嘆
き
に

対
し
て
は
心
か
ら
共
感
の
情
を

示
す
こ
と
は
ま
っ
た
く
問
題
な

い
。
し
か
し
そ
れ
が
損
害
賠
償

責
任
を
認
め
た
こ
と
に
な
ら
な

い
よ
う
に
意
識
を
し
て
お
く
こ

と
が
非
常
に
重
要
。
そ
し
て
、

事
実
を
究
明
し
必
ず
結
果
は
伝

え
る
と
い
う
こ
と
を
約
束
す
る

と
い
う
二
段
構
え
で
対
応
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
回
答
し
た
。

　
続
い
て
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
利
用
促
進
策
の
是
非
を
問

う
質
問
に
対
し
て
協
会
は
、
有

効
性
・
安
全
性
が
先
発
品
と
本

当
に
同
等
で
あ
れ
ば
安
い
薬
は

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
で

は
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
も
っ

と
承
認
審
査
を
厳
格
化
す
る
こ

と
と
市
販
後
の
調
査
を
義
務
付

け
て
、
副
作
用
や
効
き
方
の
確

認
を
し
っ
か
り
と
行
う
こ
と
。

そ
う
い
う
基
本
的
な
信
頼
の
上

で
推
進
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
賛

成
で
あ
る
。
し
か
し
現
状
は
こ

の
根
本
を
置
き
去
り
に
し
た
ま

ま
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
割
合
を

政
策
誘
導
の
み
で
上
げ
る
こ
と

が
目
的
と
な
っ
て
お
り
問
題
で

あ
る
と
回
答
し
た
。

　
５
％
の
消
費
税
率
引
き
上
げ

分
が
社
会
保
障
の
充
実
に
は
ほ

と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
こ
と
を
ど

う
考
え
る
か
と
い
う

質
問
に
対
し
て
協
会

は
、
充
実
だ
け
で
は

な
く
機
能
維
持
に
つ

い
て
も
広
い
意
味
で

は
社
会
保
障
な
の

で
、
よ
り
問
題
と
な

る
の
は
消
費
税
増
税

に
伴
っ
て
増
え
る
政

府
の
消
費
税
負
担
、

例
え
ば
戦
闘
機
購
入
に
あ
た
っ

て
の
消
費
税
分
な
ど
も
増
税
分

に
入
っ
て
い
た
こ
と
だ
。
税
率

引
き
上
げ
の
議
論
に
つ
い
て
も

ま
ず
増
税
あ
り
き
で
は
な
く
、

法
人
税
や
所
得
税
を
含
め
た
税

制
全
体
や
社
会
保
険
料
の
あ
り

方
も
併
せ
て
、
国
民
生
活
の
安

定
と
安
心
の
社
会
保
障
を
実
現

す
る
た
め
の
財
源
と
い
う
視
点

で
議
論
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
述
べ
た
。

　
地
域
包
括
ケ
ア
な
ど
で
は
地

域
格
差
が
ま
っ
た
く
勘
案
さ
れ

て
お
ら
ず
、
中
山
間
地
域
で
は

医
療
機
関
と
し
て
は
効
率
が
悪

い
と
い
う
話
に
な
る
。
こ
の
地

域
格
差
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る

か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
協
会

は
、
介
護
報
酬
改
定
で
も
国
家

公
務
員
給
与
の
級
地
の
考
え
方

が
導
入
さ
れ
、
効
率
の
悪
い
地

方
は
ま
す
ま
す
引
き
下
げ
ら
れ

た
。
比
較
的
サ
ー
ビ
ス
の
豊
富

な
都
市
部
が
引
き
上
げ
ら
れ

て
、
必
死
に
な
っ
て
が
ん
ば
っ

て
い
る
所
が
か
え
っ
て
下
が
る

と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
理
解

が
で
き
な
い
。
要
は
実
態
か
ら

出
発
し
た
議
論
が
ま
っ
た
く
な

さ
れ
て
い
な
い
の
が
原
因
。
急

性
期
か
ら
在
宅
へ
の
流
れ
で

も
、
ス
ム
ー
ズ
に
在
宅
に
帰
れ

る
と
い
う
ケ
ー
ス
し
か
想
定
さ

れ
て
い
な
い
。
今
年
度
よ
り
福

知
山
医
師
会
か
ら
も
協
会
理
事

に
就
任
い
た
だ
い
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
実
態
を
反
映
さ

せ
た
政
策
提
言
を
し
っ
か
り
と

行
な
っ
て
い
き
た
い
と
回
答
し

た
。
　
最
後
に
、
綾
部
医
師
会
・
米

谷
博
夫
副
会
長
の
挨
拶
で
閉
会

し
た
。

　
協
会
は
西
京
医
師
会
と
の
懇

談
会
を
２
月
８
日
に
開
催
。
地

区
か
ら
８
人
、
協
会
か
ら
６
人

が
出
席
し
、
西
京
医
師
会
・
曽

我
部
俊
大
副
会
長
の
司
会
で
進

行
し
た
。
西
京
医
師
会
・
大
藪

博
会
長
は
「
社
会
保
障
と
税
の

一
体
改
革
や
我
々
に
と
っ
て
関

心
の
高
い
診
療
報
酬
改
定
に
つ

い
て
も
情
報
提
供
し
て
も
ら
え

る
と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
た
い
」
と
挨
拶
。

　
続
い
て
協
会
か
ら
は
、
関
理

事
長
の
挨
拶
の
後
、
社
会
保

障
・
税
の
一
体
改
革
案
、
診
療

報
酬
・
介
護
報
酬
同
時
改
定
を

巡
る
動
き
、
指
導
の
現
状
と
問

題
点
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
、

意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　
意
見
交
換
で
は
地
区
よ
り
、

消
費
税
増
税
な
ど
社
会
保
障
と

税
の
一
体
改
革
に
関
す
る
考
え

方
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、
協

会
か
ら
以
下
の
よ
う
に
回
答
し

た
。
　
消
費
税
を
５
％
増
税
し
て
も

社
会
保
障
を
全
て
賄
う
に
は
足

り
な
い
し
、
何
％
だ
か
ら
ど
う

だ
と
い
う
議
論
は
誰
も
で
き
な

い
。
そ
れ
よ
り
も
内
需
の
拡
大

で
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
上
げ
る
な
ど
、
国

と
し
て
の
成
長
戦
略
を
た
て
る

べ
き
だ
。
財
政
が
大
変
だ
か
ら

社
会
保
障
を
狭
め
る
と
い
う
論

に
は
く
み
し
な
い
し
、
社
会
保

障
が
第
一
だ
と
訴
え
続
け
る
べ

き
だ
と
考
え
る
。

　
一
体
改
革
に
お
け
る
提
供
体

制
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
５
年

の
将
来
像
で
人
員
配
置
や
利
用

者
数
な
ど
具
体
的
数
字
が
示
さ

れ
て
お
り
、
現
場
の
医
療
を
見

て
い
る
者
か
ら
は
実
現
の
可
能

性
を
疑
う
も
の
だ
。
例
え
ば
、

現
在
は
在
宅
医
療
で
１
日
当
た

地
域
包
括
ケ
ア
は
地
域
の
実
態
か
ら
出
発
を

綾
部
・
福
知
山
医
師
会
と
懇

綾
部
・
福
知
山
医
師
会
と
懇
談談

２
月
４
日
　
福
知
山
市
中
央
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

開
業
医
の
側
か
ら
の
提
供
体
制
像
の
提
起
を

西
京
医
師
会
と
懇

西
京
医
師
会
と
懇
談談

２
月
８
日
　
京
都
エ
ミ
ナ
ー
ス

域
育

違
違
違
違
違
違
違
違
違
違

域
育

違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違

打
ち
続
く
開
業
医
の
減
収
傾
向
に
警
鐘
を

右
京
医
師
会
と
懇

右
京
医
師
会
と
懇
談談１

月
　
日
　
右
京
医
師
会
館

３０

　
人
が
出
席
し
て
開

２０か
れ
た
綾
部
・
福
知
山

医
師
会
と
の
懇
談
会

　
人
が
出
席
し
て
開

１４か
れ
た
西
京
医
師
会

と
の
懇
談
会

■ 舞鶴

日　時　４月２１日（土）
　　　　懇談：午後２時３０分～３時３０分
　　　　「指導」情報交換会：午後３時３０分～
場　所　舞鶴メディカルセンター

地地地地地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区区区区区医医医医医医医医医医医医医医師師師師師師師師師師師師師師地区医師会会会会会会会会会会会会会会会 と  の
懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇談談談談談談談談談談談談談談懇談会会会会会会会会会会会会会会会

り
　
人
診
て
い
る
と
こ
ろ
を
　

１７

２９

人
診
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

提
起
さ
れ
て
お
り
、
本
当
に
で

き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
よ
く

考
え
な
い
と
い
け
な
い
。
さ
ら

に
、
最
近
は
開
業
し
て
も
う
ま

く
い
っ
て
い
な
い
医
療
機
関
が

多
い
と
言
わ
れ
て
お
り
、
全
国

的
に
開
業
希
望
が
減
っ
て
い

る
。
こ
の
ま
ま
だ
と
ま
す
ま
す

地
域
の
医
療
機
関
が
減
り
、

残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
疲
弊
し

て
い
く
。
協
会
は
低
医
療
費
政

策
の
撤
回
に
取
り
組
ん
で
き
た

が
、
そ
の
話
は
一
切
考
慮
さ
れ

て
い
な
い
ま
ま
、
高
度
急
性
期

医
療
と
在
宅
医
療
ば
か
り
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か

ら
の
提
供
体
制
を
ど

う
考
え
て
い
く
か
に

つ
い
て
、
会
員
の
皆

さ
ん
の
ご
意
見
を
伺

い
な
が
ら
考
え
て
い

き
た
い
。

　
ま
た
地
区
か
ら
、

震
災
の
影
響
で
延
期

さ
れ
て
い
た
支
払
基

金
の
突
合
・
縦
覧
点

検
が
３
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ

と
の
影
響
に
つ
い
て
質
問
が

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
れ

ま
で
も
１
５
０
０
点
以
上
の
調

剤
レ
セ
プ
ト
と
の
突
合
点
検
は

行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
全

て
の
レ
セ
プ
ト
で
も
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
保
険
者
か
ら
の

再
審
査
請
求
も
、
同
様
に
全
て

の
レ
セ
プ
ト
で
行
わ
れ
る
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
保
険
者
で
行
っ

て
い
た
３
月
に
１
度
の
検
査
な

ど
を
月
ま
た
ぎ
で
み
る
縦
覧
点

検
が
基
金
で
も
行
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
に
よ
っ
て
一
時
審
査
、
再

審
査
と
も
に
算
定
ル
ー
ル
に
基

づ
い
た
チ
ェ
ッ
ク
が
厳
し
く
な

る
と
回
答
。

　
こ
の
他
、
協
会
の
休
業
補
償

制
度
の
内
容
、
医
療
安
全
対
策

や
雇
用
管
理
問
題
な
ど
に
つ
い

て
も
質
問
が
あ
り
、
理
解
を
深

め
て
閉
会
し
た
。

　
人
が
出
席
し
て
開

１９か
れ
た
右
京
医
師
会

と
の
懇
談
会

「隠された被曝労働」  　 日本の原発労働者 　
市民公開講演会・反核京都医師の会第３２回定期総会記念講演

　講　師　報道写真家　樋口 健二 氏
　日　時　４月１４日（土）
　会　場　京都市子育て支援総合センター
　　　　　こどもみらい館4F 第１研修室
　主　催　反核京都医師の会　京都府保険医協会
　　　　　京都府歯科保険医協会
第１部　１４:００～１６:３０
市民公開講演会
反核京都医師の会第３２回定期総会記念講演
「隠された被曝労働」－日本の原発労働者－
　　講師　報道写真家　樋口 健二 氏
第２部　１６:５０～１７:２０
反核京都医師の会第３２回定期総会
①２０１１年度活動報告・決算報告　②２０１２年度
役員選出　③２０１２年度活動方針並びに予算案
について　④決議

当面の予定

ぜひご参加下さい

参加費無料  （要申込）
（申込先：京都府保険医協会）

※地下鉄丸太町駅 徒歩３分



京 都 保 険 医 新 聞 毎月５日・２０日・２５日発行第２８１４号 昭和２６年３月５日第三種郵便物認可 （４）２０１２年（平成２４年）３月５日

　２０１２年度介護報酬改定に伴う関係省令の一部改正に関
し、地域医療に従事する医師の立場から、意見を述べま
す。

１、介護保険制度がもたらす排除

　２０００年の制度創設当初から、介護保障のあり方につい
ては次のように主張しています。「本来的な介護サービ
ス給付は、年齢・状態像などを問わず、心身にハンディ
を持つ人であれば誰でも、その人に必要なサポートが、
その人の求めに応じてフレキシブルに提供されなければ
ならない。そして、医療の皆保険制度と同様に、必要な
サービスは給付限度などを設けることなく現物給付さ
れ、『いつでも、だれでも、安心して』受けられる制度
でなければならない。それこそが、社会保障としての介
護保障であり、私達のめざしている方向である」。
　しかし、実際にスタートした介護保険制度は、以上の
ような現場医療者が思い描く「あり方」とは、ずいぶん
違うものでした。そして、制度見直しが行われる毎に複
雑さを増し、給付されるケアの内容が痩せ細ってきまし
た。
　介護保険制度が創設され、サービス量が飛躍的に増加
したのは確かです。サービスを受けることができた人た
ちやその家族に関しては、相応の役割を果たしてきたこ
とも事実でしょう。
　しかし、必要があっても、誰もがサービスを受けられ
るわけではありません。介護保険制度はサービスが必要
な人を排除する構造的欠陥を持っています。
　一つめは経済的事由による排除です。
　所得の低い人たちは、１割の利用料負担が障壁とな
り、必要なサービスを十分に受けることが出来ません。
区分支給限度額に対するサービス利用割合は、約４６％
（平成２２年度・京都府）に止まっていますが、理由の多
くに１割の利用料負担が払えないという経済的な問題が
あると考えています。
　二つめが、要介護認定による排除です。
　本来、医療・福祉サービスを受ける必要性の可否は、
本人や家族の希望、住環境も含めた家庭の状況、地域の
状況、そして医師や自治体のケースワーカー等、専門職
により判断されるべきです。にもかかわらず、一方的に
保険者の側からサービスを受ける可能性を断つ、介護を
求めても制度利用に到達できない仕組みが導入されてい
るのです。
　三つめは、「契約」による排除です。
　介護保険制度創設でサービスを受ける人の「権利性」
が担保されたという理解もあるようです。しかし、その
「権利」とは「契約」に基づくものに過ぎません。商取
引と同程度の「権利」です。「契約」は双方の合意によっ
てのみ成り立ちますので、合意に至らない場合はサービ
スが開始されないという限界があります。また、高齢者
はその心身の特性から、誰でも自分の意思と選択で契約
を結べるわけではありません。成年後見人制度や権利擁
護事業にアクセスできた高齢者は幸運と言うべきで、契
約以前に申請さえできない方々も地域には多数存在して
います。結局、契約できない人を排除してしまう制度な
のです。
　四つめは、サービス内容の不備による排除です。
　たとえば、認知症の患者さんが、何とか申請・認定・
契約に至ったとしても、現状の介護サービスではその
ニーズに応えることができません。いま提供できるサー
ビスの内容に合わない人たちも、選択するサービスがな
いまま結局利用することができずに制度から排除されて
しまいます。

２、ケア保障の考え方を完全に捨て
去る「一体改革」の一環として

　以上のような排除の構造は、介護保険制度創設時に、

状態などから総合的に判断すべきことで、どこに住んで
いようとも、同じように質の高いサービスが受けられる
ように保障していただきたいと思います。

④リハビリテーションの評価

　今改定の柱の一つである「在宅生活時の医療機能の強
化」方針は、裏返せば従来からの方針である「医療から
介護へ」の流れを加速させるものです。特に、通所リハ
ビリテーションにおける短時間リハの重点的評価、「重
度療養管理加算」創設による「手厚い医療が必要な利用
者に対するリハビリテーションの提供」等、リハビリ
テーション関連の改定に顕著です。
　一方、診療報酬改定では要介護被保険者に対する維持
期リハビリテーションの介護保険移行策が強化されまし
た。「状態の改善が期待されない場合」は、医療保険では
なく介護保険の給付とする考えがあらためて示されまし
た。
　区分支給限度額や要介護認定等、排除の仕組みを持つ
介護保険制度では、リハビリテーション医療を充分に提
供できないことは、これまでにも度々指摘しています。
特に、介護保険制度では全てをケアマネジャーがケアプ
ランに組まないと提供できません。
　リハビリテーション医療の必要度を医師でないケアマ
ネが判断することになり、当然リハが優先されるべき
ケースでも、リハ提供ができずに現場の医師は大変困っ
ています。
　医療である以上、医療専門職が診断に基づいて決定
し、必要なだけ給付されるのが当然であり、今改定はそ
の原則に逆行する内容と言えます。

⑤看取り機能の強化

　看取り機能の強化も、医療から介護への方針具体化の
方策です。訪問看護におけるターミナルケア加算の要件
緩和、特定施設入居者生活介護への看取り加算創設、施
設系サービスでの加算強化、定期巡回・随時対応型や複
合型サービスも含めた地域密着型サービスに至るまで、
看取り機能強化は答申全般にわたって散りばめられてい
ます。しかし、現実には自宅や施設で亡くなる方の割合
は増えていません。在宅で死ねない理由は在宅療養が継
続できない多くの要因があるからで、「病院で死なさな
い」ことだけを目的に在宅での看取りの報酬を高くした
ところで解決するものではありません。高報酬の設定に
よる政策誘導に違和感を覚えます。

⑥「施設から在宅へ」 

―老人保健施設への「在宅復帰率」の導入

　介護老人保健施設へは、「在宅復帰率」や「ベッド回
転率」等の指標が組み込まれました。多くの入所者を在
宅介護へ移行させれば、高い報酬が算定できる仕組みで
す。しかし、特養をはじめ入所施設が不足している中
で、老人保健施設は現実に即した入所機能を求められ、
それなりの役割を担わされてきました。在宅療養の諸条
件が整わないまま在宅へ帰すことなどできないのが現実
です。無理な政策誘導による犠牲が心配されます。

４、本当に高齢・長寿を喜びあえる
社会の実現を

　今、地域の実情はご近所の助け合い・支え合いが期待
できる状況ではありません。地方自治体も、かつて保健
所や福祉事務所が担ってきた地域を支える暖かな機能を
失っています。頼みの地域包括支援センターは、介護・
福祉等のあらゆる矛盾が漂着する場となり、その役割を
十分に果たせる状況にはありません。
　私たち地域の医療者は、患者さんの生命と健康を守っ
て日々奮闘しています。不況と増税のなかで、患者さん
達の生活状況は困難さが増しています。その上に今回の
改定で介護サービスの低下が起これば、患者さん、高齢
者の生命維持にも支障を来すと心配します。
　今一度、指摘した改定の問題点について、ご再考下さ
るようお願い致します。
　社会保障とは、国と自治体を責任主体として、必要充
足に保障されるべきものです。それをなし得ない仕組み
はわが国にふさわしい制度と言えません。
　超高齢社会が進行する今、財政問題を出発点にした一
体改革や、それにそった同時改定ではなく、本当に高齢・
長寿を喜びあえる社会の実現に向けた政策・制度の実現
を、心から求めます。

それまでの措置制度が持っていた「国や自治体の義務と
して、高齢期のケアを保障する」という基本理念が失わ
れたことに起因するものと考えます。一人も不幸な高齢
者をつくらないという「老人保健」の立場に立った制度
設計がなされず、結果として排除を容認する冷たい仕打
ちを許してしまったのではないでしょうか。
　今改定の背景にある「社会保障・税一体改革」は、医
療・介護分野のみならず、この「保障」の考え方をます
ます後退させるものです。
　財政再建と社会保障給付抑制を第一目標に、経済効率
性の高い医療・介護サービスの提供体制が目指され（急
性期病床への医療資源集中と地域包括ケアによる「在宅
療養」の実現）、ケア保障の権利性は希薄になり、サー
ビス内容も痩せたものにしていく。そして、削られた
サービスの担い手を、地域の住民同士の「互助」「ボラン
ティア」に委ねようとしています。
　少子高齢の住民構成が進む地域に、介護を担える「互
助」「ボランティア」の人材など期待できるわけがないと
いう、厳しい現実が進行しているというのに。

３、個別の改定内容についての意見

　今回の介護報酬改定は、医療から介護への流れを加速
すると同時に、保険給付するケア内容を不十分にしてし
まうものとなっています。効率性を追及するあまり、
サービス提供自体が成り立たない、意味をなさなくなる
とまで思えるようなものもあります。
　以下、主に問題と考える点を個別・具体的に述べま
す。

①訪問介護における「生活援助」の短時間化

　「生活援助」は、「家事」「掃除」「洗濯」だけが目的で
はありません。訪問介護員は、援助を通じ、対象者の心
身の状態、生活状態に目を配り、さらに必要なサービス
へつなげる役割を果たしています。同時に、対象者に
とっても、訪問介護員は単なる家事代行者ではなく、話
し相手であり、悩みごとの相談相手でもあります。双方
向の関係づくりを通じ、日常生活を営むのに必要な最低
限の条件を整えるサービスなのです。「限られた人材の
効果的活用」も大事ですが、短縮される１５分間はむだな
ものではありません。時間区分を６０分から４５分へ短縮す
ることは、福祉サービスとしての訪問介護の役割を低下
させます。医療提供の前提となる患者さんの生活基盤を
確保するためにも援助を減らすことには反対です。

②定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設

　訪問介護の短時間化からは、多くの事業者を新サービ
スである「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」へ誘導
する意図を感じます。比較的高く設定された報酬から、
新サービス普及への意欲が伝わります。２４時間オンコー
ルや定期巡回は必要ですが、複数回の短時間訪問だけで
在宅療養は支えられません。最低限、従来型の訪問介
護・看護の併給を認めていただきたいと思います。
　また、認知症の患者さんなど自らコールできない可能
性の高い方々にとって、この仕組みは使いにくいことも
ご理解いただきたいと思います。

③施設ケアの切り下げと「同一建物」に関する

評価

　一方で元祖２４時間・３６５日サービスの「施設サービス」
は軒並み減額とされました。「地域包括ケア研究会報告
書」（２０１０年３月）が「２０２５年の姿」として構想した、
介護保険施設の「集合住宅化」への一歩と受け止めてい
ます。同時に、訪問系サービス・通所系サービスに設け
られた「同一建物内」をキーワードにした減算には、高
齢者はサービス付き高齢者住宅などに集まって暮らして
もらった方が介護提供には効率的という発想を感じずに
いられません。どこで暮らすかは、本人と家族、地域の

2012年度介護報酬改定に伴う
関係省令の一部改正等への意見

　京都府保険医協会は２月２４日、介護報酬改定に伴う関係省令の一部改正等に関して以下のパブリック
コメントを厚生労働省老健局老人保健課に提出した。

２０１２年２月２４日　京都府保険医協会　副理事長　垣田 さち子
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）、
必
要
経
費
（
人

件
費
・
専
従
者
給
与
・
従
業
員

給
与
・
法
定
福
利
厚
生
費
）、
薬

品
な
ど
の
原
価
、
そ
の
他
経
費

（
福
利
厚
生
費
、
接
待
交
際
費
、

車
両
費
、
修
繕
費
）
と
な
っ
て

い
る
。

　
接
待
交
際
費
は
、
事
業
と
の

関
連
性
が
重
要
で
、
相
手
方
と

の
関
係
を
明
確
に
回
答
で
き
る

よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
大

切
。
薬
品
の
当
期
中
の
使
用
量

を
把
握
す
る
た
め
に
は
正
確
な

棚
卸
し
が
必
須
な
ど
、
各
項
目

ご
と
の
注
意
点
な
ど
に
つ
い
て

解
説
し
た
。

　
最
後
に
、
税
務
署
か
ら
の
指

摘
事
項
に
対
し
て
安
易
な
妥
協

を
す
る
必
要
は
な
く
、
見
解
の

相
違
に
つ
い
て
は
十
分
に
議
論

し
、
納
得
し
た
上
で
修
正
申
告

を
す
れ
ば
よ
い
と
締
め
く
く
っ

た
。

税務調査の現状と対応について解説した講習会

税
務
調
査
の
留
意
点
を
講
習

  
見
解
相
違
あ
れ
ば
納
得
い
く
ま
で
議
論
を
税務講演会

のの
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橋
下
徹
・
大
阪
市
長
が
政
治
の

台
風
の
目
に
な
っ
て
い
る
。
次
の

総
選
挙
で
「
維
新
の
会
」
が
第
一

党
に
な
っ
て
首
相
を
握
る
可
能
性

も
十
分
あ
る
。

　
橋
下
氏
の
ス
ピ
ー
ド
と
発
信
力

は
確
か
に
す
さ
ま
じ
い
。

　
た
だ
し
確
た
る
思
想
は
な
く
、

国
政
向
け
の
「
船
中
八
策
」
を
含

め
て
、
ほ
と
ん
ど
が
思
い
つ
き
に

近
い
。
小
さ
な
政
府
、
競
争
主
義
、

人
権
軽
視
と
い
っ
た
傾
向
は
あ
る

が
、
基
本
的
に
は
そ
の
場
で
即
座

に
世
間
う
け
し
そ
う
な
風
向
き
を

読
む
。
実
に
テ
レ
ビ
的
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
大
阪
維
新
の
会
を

選
挙
で
勝
た
せ
て
き
た
要
因
は
個

人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
け
で
は
な

い
。
ベ
ー
ス
に
あ
る
有
権
者
の
意

識
は
、現
状
変
革
へ
の
願
望
と
、官

僚
体
制
に
対
す
る
不
満
だ
ろ
う
。

　
同
様
の
意
識
は
、
小
泉
首
相
が

郵
政
民
営
化
を
掲
げ
た
時
の
自
民

党
圧
勝
（
２
０
０
５
年
）、
政
権
交

代
を
訴
え
た
民
主
党
の
大
勝
（
　０９

年
）
と
、
過
去
２
回
の
総
選
挙
で

も
示
さ
れ
て
い
る
。
け
っ
し
て
大

阪
だ
け
の
特
異
な
現
象
と
は
い
え

な
い
。

　
現
状
変
革
を
求
め
る
の
は
、
生

活
が
苦
し
く
な
り
、
様
々
な
競
争

に
さ
ら
さ
れ
て
ス
ト
レ
ス
が
た

ま
っ
て
い
る
か
ら
で
、
そ
れ
は
社

会
の
下
の
階
層
に
い
る
人
た
ち
ほ

ど
強
い
。

　「
自
分
た
ち
は
し
ん
ど
い
の
に
、

公
務
員
は
安
定
し
た
待
遇
で
け
し

か
ら
ん
」
と
思
い
、
い
わ
ゆ
る
既

得
権
益
た
た
き
に「
ざ
ま
あ
み
ろ
」

と
喝
采
す
る
。
他
人
の
苦
し
み
を

見
て
喜
ぶ
の
は
健
康
的
な
心
理
と

は
い
え
な
い
。

　
公
共
の
機
能
、
社
会
政
策
、
統

治
機
構
の
関
係
が
ご
っ
ち
ゃ
に

な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。

　「
公
」
の
規
模
と
い
う
面
で
は
、

日
本
は
欧
米
に
比
べ
て
公
務
員
が

少
な
く
、
す
で
に
十
分
に
小
さ
な

政
府
で
あ
る
。

　
そ
し
て
生
活
の
苦
し
さ
や
ス
ト

レ
ス
は
、
公
共
の
機
能
を
縮
小
す

る
新
自
由
主
義
的
な
社
会
経
済
政

策
に
起
因
す
る
部
分
が
大
き
い
の

だ
が
、
そ
の
こ
と
も
あ
ま
り
理
解

さ
れ
て
い
な
い
。

　
橋
下
氏
が
攻
撃
を
仕
掛
け
て
い

る
の
は
統
治
機
構
で
あ
る
。
行
政

権
力
が
肥
大
し
、
透
明
性
に
欠

け
、
惰
性
、
保
身
、
利
権
が
多
い

の
は
確
か
だ
。
そ
れ
を
打
破
し
て

政
治
が
決
定
す
る
と
主
張
し
、
行

政
ト
ッ
プ
へ
の
権
力
集
中
を
進
め

て
い
る
。

　「
選
挙
に
勝
っ
た
。
お
れ
が
民

意
だ
。
公
務
員
は
民
意
に
従
え
」

と
い
う
選
挙
至
上
主
義
が
彼
の
論

法
だ
。議
会
に
首
長
与
党
を
作
り
、

職
員
・
教
員
を
条
例
で
締
め
上
げ

る
。
敵
を
次
々
に
設
定
し
て
口
汚

く
攻
撃
し
、
批
判
者
を
や
り
こ
め

る
か
ら
、
物
が
言
い
に
く
く
な

る
。
こ
れ
で
は
「
人
治
」
で
あ
る
。

　
選
挙
は
総
合
的
な
選
択
で
あ
っ

て
、
す
べ
て
を
白
紙
委
任
し
た
わ

け
で
は
な
い
の
だ
。

　
橋
下
流
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
対
し
、

民
主
主
義
の
危
険
性
を
指
摘
す
る

論
者
も
い
る
が
、筆
者
は
む
し
ろ
、

民
主
主
義
を
補
強
す
る
シ
ス
テ
ム

作
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
独
裁
批
判
だ
け
で
は
弱
い
。

　
対
抗
軸
は
、
観
客
型
で
は
な
い

「
参
加
型
の
民
主
主
義
」で
は
な
い

か
。
政
党
化
さ
れ
た
代
議
制
と
首

長
公
選
制
だ
け
で
は
不
備
だ
。
多

く
の
人
々
は
、
自
分
た
ち
の
手
が

届
か
な
い
所
で
政
治
・
行
政
が
行

わ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
司

法
は
ろ
く
に
機
能
し
て
い
な
い
。

住
民
投
票
、
国
民
投
票
は
も
ち
ろ

ん
、
行
政
の
意
思
決
定
に
住
民
・

国
民
が
参
加
す
る
し
く
み
を
考
え

る
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
は
政
策
。
統
治
制
度

を
変
え
れ
ば
政
策
が
変
わ
る
わ
け

で
は
な
い
。
生
活
に
安
心
を
も
た

ら
す
社
会
経
済
政
策
を
提
示
す

る
、
ま
と
ま
っ
た
勢
力
を
構
築
し

な
い
と
い
け
な
い
。

「
ハ
シ
ズ
ム
」
の
底
流
と
対
抗
軸

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

　
　
歳
以
上
の
高
齢
者
数
　
％

６５

２３

超
え
、
生
活
保
護
者
数
２
０
８

万
人
超
え
、
非
正
規
労
働
者
率

　
％
超
え
、
国
の
借
金
８
０
０

３５兆
円
超
え
…
。
絶
望
的
に
見
え

る
現
状
を
変
え
て
く
れ
る
の

が
、
２
０
０
９
年
総
選
挙
の
民

主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
は
ず

だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
民
主
党

（
中
心
の
）政
権
が
新
自
由
主
義

＝
市
場
原
理
主
義
に
回
帰
し
て

し
ま
い
、
こ
れ
か
ら
医
療
・
介

護
制
度
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う

か
？
　「
在
宅
を
中
心
に
地
域
包
括

ケ
ア
だ
」「
消
費
税
増
税
や
む
な

し
」「
い
や
、ム
ダ
を
削
る
の
が

先
だ
」「
若
者
の
雇
用
を
何
と

か
し
な
け
れ
ば
誰
が
支
え
る
の

だ
」
…
、
延
々
と
議
論
は
続
く
。

　
本
書
は
「
福
祉
国
家
構
想
研

究
会
」
が
め
ざ
す
「
新
し
い
福

書
で
は
、
福
祉
国
家
型
医
療
保

障
制
度
の
原
則
と
し
て
、
①
全

国
民
対
象
の
統
一
保
険
制
度
、

②
財
政
責
任
は
国
が
も
つ
、
③

給
付
管
理
は
基
礎
自
治
体
が
行

う
、
④
利
用
に
と
も
な
う
一
部

負
担
金
（
窓
口
負
担
）
制
度
を

廃
止
す
る
、
⑤
保
険
料
は
、
所

得
に
対
し
て
累
進
的
に
比
例
す

る
方
法
で
計
算
し
、
か
つ
最
低

生
活
費
に
く
い
こ
ま
な
い
水
準

こ
れ
か
ら
の「
医
療
」の
話
を
し
よ
う

に
す
る
（
医
療
保
険
税
→
社
会

保
険
税
→
社
会
保
障
税
と
企
業

も
応
能
負
担
す
る
）、
⑥
全
国

統
一
の
現
物
給
付
と
す
る
、
⑦

医
療
提
供
体
制
は
、
全
国
医
療

整
備
計
画
に
よ
り
整
備
す
る
―

の
７
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
 絵
  空
  事
 ？
　
そ
う
思
う
向
き

え
 そ
ら
 ご
と

に
も
是
非
読
ん
で
ほ
し
い
。
社

会
保
障
は
い
つ
の
間
に
、「
人

権
」か
ら「
自
助
」「
互
助
」「
共

助
」「
公
助
」に
な
っ
た
の
か
？

　
必
要
充
足
の
原
則
、
現
物
給

付
の
原
則
、
収
支
相
等
の
原

則
、
給
付
・
反
対
給
付
均
等
の

原
則
、
保
険
技
術
的
公
平
の
原

則
…
、
普
段
見
慣
れ
な
い
言
葉

を
理
解
し
な
が
ら
、
今
後
の
医

療
保
障
を
考
え
る
共
通
認
識
を

つ
く
り
た
い
。

　
本
書
は
社
会
保
障
全
般
の
あ

り
方
を
示
し
た
『
新
た
な
福
祉

国
家
を
展
望
す
る
』（
旬
報
社
）

の
各
論
で
も
あ
り
、
併
読
を
お

薦
め
し
た
い
。

 

（
左
京
・
門
　
祐
輔
）

祉
国
家
」
の
う
ち
、

医
療
を
中
心
と
し
た

社
会
保
障
の
対
案
を

提
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
　
医
療
保
障
の
基
本

的
考
え
方
、
民
主
党

政
権
の
医
療
政
策
、

国
保
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
問
題
点

な
ど
を
踏
ま
え
て
本

『誰でも安心できる医療保障へ
 榎榎 ―皆保険50年目の岐路』
二宮厚美、福祉国家構想研究会編、大月
書店、定価１,９９５円（２０１１年１２月１６日刊）
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幾
度
か
書
こ
う
と
思
い
つ
つ

書
け
な
か
っ
た
が
、
東
舞
鶴
の

岸
松
郷
先
生
と
そ
の
夫
人
、
満

寿
美
様
の
こ
と
を
記
そ
う
。
学

校
を
卒
業
し
て
直
後
、
昭
和
　２３

年
　
月
１
日
。
ぼ
く
は
大
学
病

１０
院
で
イ
ン
タ
ー
ン
生
活
を
す
る

の
を
あ
き
ら
め
、
当
時
の
国
立

舞
鶴
病
院
を
選
ん
だ
。
父
が
病

没
し
、
母
が
子
宮
が
ん
の
手
術

を
し
た
あ
と
の
、
最
も
苦
し

か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
戦
後
の

混
乱
期
は
ま
だ
続
い
て
い
て
、

舞
鶴
の
東
地
区
は
白
人
や
黒
人

の
進
駐
軍
の
兵
士
が
街
頭
を
占

領
し
、
日
本
人
の
娼
婦
が
あ
ふ

れ
て
い
て
、
ジ
ー
プ
が
右
往
左

往
を
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
母

が
お
願
い
し
た
の
だ
と
思
う

が
、
と
に
か
く
ぼ
く
は
谷
口
海

山
の
息
子
で
す
と
名
乗
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
ど
こ
か
で
リ
ヤ

カ
ー
を
借
り
、
布
団
そ
の
他
を

つ
ん
で
岸
家
を
訪
れ
た
。
屋
内

に
は
長
女
の
幾
代
さ
ん
が
在
宅

で
ぼ
く
を
迎
え
て
下
さ
っ
た
。

岸
夫
人
は
外
出
中
だ
っ
た
が
、

や
が
て
帰
宅
さ
れ
、
大
声
で
叫

ば
れ
た
。

「
あ
の
大
き
な
汚
い
リ
ヤ
カ
ー

は
何
で
す
い
な
あ
。
誰
が
持
っ

て
来
た
ん
や
」

　
ぼ
く
は
赤
面
し
た
。
い
や
ぼ

く
は
 面
 の
皮
が
厚
く
な
っ
て
い

つ
ら

た
の
で
苦
笑
し
た
の
が
本
当
か

も
し
れ
な
い
。
以
後
ぼ
く
は
松

郷
先
生
並
び
に
そ
の
御
一
族
か

ら
大
切
に
し
て
い
た
だ
い
た
。

つ
ま
り
こ
の
上
も
な
く
厚
遇
さ

れ
た
居
候
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
当
に
満
寿
美
さ
ん
は
い
い
人

だ
っ
た
。
血
の
つ
な
が
ら
な

い
、
無
学
で
あ
り
 文
  無
 し
の
ぼ

も
ん
 な

く
を
大
切
に
し
て
下
さ
っ
た
。

　
こ
こ
で
我
が
家
と
岸
家
と
の

関
係
を
記
し
て
お
こ
う
。
松
郷

氏
の
夫
人
が
急
逝
さ
れ
、
お
子

さ
ん
は
な
か
っ
た
。
谷
口
と
岸

家
と
は
親
戚
関
係
が
あ
り
、
ぼ

く
の
曽
祖
父
谷
口
松
洲
の
妻
が

岸
家
か
ら
来
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
墓
は
現
存
し
、
墓
石
の
横

に
、
岸
氏
、
市
場
村
出
身
と
彫

ら
れ
て
あ
る
。
つ
ま
り
谷
口
海

山
と
岸
松
郷
先
生
と
は
又
従
兄

弟
に
あ
た
る
。
う
す
い
つ
な
が

り
だ
が
、
医
者
同
士
と
い
う
こ

と
で
交
流
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
父
は
峰
山
町
在
住
の
士

族
、
陸
軍
少
佐
、
乃
木
希
典
大

将
の
参
謀
だ
っ
た
Ａ
氏
の
御
長

女
の
満
寿
美
様
を
お
世
話
し
た

の
で
あ
る
。
岸
先
生
は
京
大
医

学
部
の
法
医
学
教
室
の
御
出
身

で
、
当
時
の
変
死
者
の
解
剖
を

丹
後
地
方
一
円
で
行
っ
て
お
ら

れ
た
。
そ
し
て
当
地
方
に
お
見

え
に
な
っ
た
時
に
は
、
必
ず
父

の
許
を
お
訪
ね
下
さ
っ
た
。
あ

り
が
た
い
古
い
え
に
し
で
あ

る
。
　
陸
軍
少
佐
で
、
乃
木
大
将
旅

順
の
戦
い
の
と
き
の
参
謀
の

話
。
父
か
ら
よ
く
聞
い
た
こ
と

を
書
き
記
し
て
お
こ
う
。
ぼ
く

た
ち
の
代
々
の
生
地
、
口
大
野

村
の
村
長
が
き
ま
ら
ず
、
村
民

が
迷
惑
を
受
け
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
で
退
役
し
て
峰
山
町

在
住
だ
っ
た
Ａ
少
佐
を
、
座
っ

て
い
る
だ
け
で
い
い
と
、
口
大

野
村
村
長
に
お
願
い
し
た
の
で

あ
る
。
少
佐
は
１
日
も
休
ま

ず
、
馬
に
乗
っ
て
当
地
に
お
い

で
に
な
り
、
１
日
の
仕
事
が
終

わ
る
と
再
び
乗
馬
し
て
お
帰
り

に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
威
厳

と
名
声
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ

う
。
遺
族
の
方
は
峰
山
町
に
お

住
み
の
方
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

墓
地
は
あ
る
と
信
じ
て
い
る

が
、
残
念
な
が
ら
ぼ
く
は
知
ら

な
い
。
怠
慢
の
限
り
で
あ
る
。

　
な
お
言
い
お
く
れ
た
が
、
ぼ

く
た
ち
の
結
婚
式
に
は
岸
松

郷
、
満
寿
美
御
夫
妻
に
仲
人
役

を
し
て
い
た
だ
い
た
。
今
さ
ら

の
よ
う
に
思
い
起
こ
し
、
御
無

音
に
過
ご
し
た
こ
と
、
慙
愧
の

思
い
に
堪
え
な
い
。

参

謀

少

参

謀

少

佐佐

谷口　謙（北丹） 　  ＜９＞

　
京
都
府
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
議
会
は
２
月
　
日
、
２

１０

０
１
２
年
度
第
１
回
定
例
会
を

開
催
。「
特
別
会
計
予
算
案
」

「
条
例
一
部
改
正
案
」等
を
可
決

し
た
。
第
３
期
（
２
０
１
２
～

　
年
度
）保
険
料
率
も
決
定
し
、

１３均
等
割
額
４
万
６
３
９
０
円

（
現
４
万
４
４
１
０
円
）、
所
得

割
額
９
・
　
％（
現
８
・
　
％
）、

１２

６８

１
人
あ
た
り
軽
減
後
保
険
料
額

７
万
５
０
３
３
円
（
現
７
万
１

４
４
１
円
）
で
、
年
額
平
均
で

３
５
９
２
円
の
引
き
上
げ
と
な

る
。
引
き
上
げ
の
要
因
は
医
療

給
付
費
増
と
さ
れ
る
。
加
え

て
、
給
付
総
額
に
対
す
る
被
保

険
者
の
負
担
割
合
（
後
期
高
齢

者
負
担
率
）
も
、
現
行
の
　
・
１０

　
％
か
ら
　
・
　
％
に
上
昇
す

２６

１０

５１

る
こ
と
も
一
因
。
給
付
増
と
保

険
料
負
担
増
が
比
例
す
る
財
政

構
造
で
は
当
然
の
結
果
で
、
む

し
ろ
、
府
補
助
金
や
基
金
取
り

崩
し
で
、
上
げ
幅
を
抑
え
た
形

と
な
っ
た
。
現
行
の
財
政
構
造

が
続
く
限
り
、
運
営
主
体
は
制

度
維
持
に
向
け
、
給
付
抑
制
推

進
を
常
に
迫
ら
れ
る
。

　
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
は
、

提
供
体
制
効
率
化
（
急
性
期
資

源
集
中
と
地
域
包
括
ケ
ア
）
で

の
医
療
費
抑
制
を
提
起
。
同
時

に
市
町
村
国
保
都
道
府
県
単
位

化
を
推
進
し
、
保
険
財
政
へ
の

権
限
と
責
任
が
強
化
さ
れ
た
都

道
府
県
が
、
医
療
計
画
を
通
じ

て
提
供
体
制
の
効
率
化
を
進
め

ら
れ
る
仕
組
み
作
り
を
進
め
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
の
方
針
も

踏
ま
え
れ
ば
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
「
廃
止
」
も
含
め
、

国
の
動
向
を
注
目
す
る
必
要
が

あ
る
。

後期高齢者医療制度
保険料引き上げへ

　
協
会
が
開
催
中
止
な
ど
を
求

め
て
き
た「
人
体
の
不
思
議
展
」

（
２
０
１
０
年
　
月
～
　
年
１

１２

１１

月
、
左
京
区
で
開
催
）
を
め
ぐ

り
、
二
つ
の
動
き
が
あ
っ
た
。

検
察
審
査
会
へ
申
立

　
一
つ
は
「
京
都
ネ
ッ
ト
ワ
ー

し
て
い
る
。
し
か
し
、
主
催
者

側
に
そ
の
認
識
が
な
く
、
現
在

に
至
る
ま
で
ど
こ
か
ら
も
指
摘

が
な
い
ま
ま
開
催
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
主
催
者
側
の
故

意
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
覆

す
こ
と
は
難
し
い
と
判
断
。
不

起
訴
と
し
た
と
説
明
を
受
け

ク
」
と
し
て
取
り
組
ん

だ
刑
事
告
発
に
つ
い
て

２
０
１
１
年
　
月
　
日

１２

２１

付
で
京
都
地
検
よ
り
不

起
訴
処
分
通
知
が
届
い

た
こ
と
。
こ
れ
に
関
し

　
日
に
担
当
検
事
と
面

２８会
し
、
不
起
訴
と
し
た

経
緯
を
確
認
し
た
。
京

都
地
検
の
判
断
は
、
プ

ラ
ス
ト
ミ
ッ
ク
標
本

は
、「
現
時
点
で
は
」
死

体
で
あ
り
、
展
示
に
つ

い
て
も
死
体
解
剖
保
存

法
の
保
存
に
あ
た
る
と

た
。
　
京
都
地
検
は
、
今
回
の
件
で

主
催
者
側
も
認
識
を
改
め
た
こ

と
と
な
り
、
今
後
は
同
じ
方
法

で
の
展
示
は
行
え
な
い
。
許
可

な
く
展
示
を
行
え
ば
、
保
存
法

違
反
に
あ
た
る
こ
と
を
主
催
者

側
に
伝
え
た
と
し
て
い
る
。

　
京
都
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
主

催
者
側
は
開
催
の
た
め
の
宣
伝

で
標
本
が
本
物
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
お
り
、
展
示
会
場
で

標
本
の
製
造
過
程
を
開
示
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
標
本
が
死
体

と
の
認
識
が
な
か
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
と
判
断
。
２
月
　
日
１３

に
、
今
回
の
処
分
を
不
服
と

し
、
京
都
検
察
審
査
会
へ
申
立

を
行
っ
た
。

民
事
訴
訟
も
訴
え
棄
却

　
も
う
一
つ
は
、
京
都
工
芸
繊

維
大
学
名
誉
教
授
の
宗
川
吉
汪

氏
が
主
催
者
に
損
害
賠
償
を
求

め
て
い
た
民
事
訴
訟
で
、
京
都

地
裁
が
２
月
　
日
、
訴
え
を
棄

１６

却
し
た
。
判
決
文
は
、
原
告
の

「
標
本
と
さ
れ
た
死
体
が
自
宅

近
く
で
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
、
精
神
的
苦
痛
を
覚
え
る
」

と
主
張
し
た
心
情
は
理
解
で
き

る
と
し
つ
つ
も
、
原
告
が
受
け

た
苦
痛
は
主
観
的
で
あ
る
。
被

告
の
違
法
行
為
を
判
断
す
る
ま

で
も
な
く
、
原
告
の
保
護
す
べ

き
権
利
が
見
当
た
ら
な
い
と
し

た
。医

の
倫
理
を
問
う
声

　
判
決
言
い
渡
し
後
、
同
展
に

対
す
る
取
り
組
み
の
中
間
総
括

を
兼
ね
た
報
告
集
会
を
開
催
。

　
報
告
会
で
は
、
宗
川
氏
か

ら
、
今
回
の
判
決
は
想
定
内
と

し
な
が
ら
、
判
決
文
に
「
心
情

は
理
解
で
き
る
」と
し
つ
つ
も
、

プ
ラ
ス
ト
ミ
ッ
ク
標
本
が
死
体

で
あ
る
こ
と
す
ら
判
断
し
な
い

裁
判
所
の
姿
勢
に
疑
問
を
持
つ

と
し
、
控
訴
す
る
方
向
で
考
え

た
い
と
報
告
が
あ
っ
た
。

　
弁
護
人
で
あ
る
小
笠
原
伸
児

氏
も
、
違
法
性
に
踏
み
込
ま
な

い
今
回
の
判
決
は
不
当
判
決
で

あ
り
、
宗
川
氏
に
は
控
訴
を
勧

め
た
い
と
し
た
。

　
ま
た
、
こ
の
間
の
取
り
組
み

に
対
す
る
中
間
総
括
と
し
て
、

垣
田
副
理
事
長
、
小
笠
原
氏
、

末
永
恵
子
氏
（
福
島
県
立
医
科

大
学
講
師
）、
宗
川
氏
の
４
人

が
発
言
。

　
垣
田
副
理
事
長
は
、
協
会
で

取
り
組
ん
だ
厚
労
省
担
当
課
と

の
懇
談
や
、医
学
・
医
療
に
関
わ

る
倫
理
に
つ
い
て
考
え
る
講
演

会
の
開
催
状
況
な
ど
を
紹
介
。

死
体
の
商
業
展
示
は
故
人
の
人

権
侵
害
で
あ
り
、
尊
厳
を
踏
み

に
じ
る
も
の
と
認
識
。
医
療
者

で
あ
る
か
ら
こ
そ
倫
理
観
に
鈍

感
に
な
ら
ず
に
、
京
都
の
医
療

者
の
良
識
を
示
す
べ
く
取
り
組

ん
で
き
た
こ
と
を
報
告
し
た
。

　
小
笠
原
氏
は
、「
二
度
と
人

体
の
不
思
議
展
を
開
催
さ
せ
な

い
」
こ
と
が
運
動
の
目
的
で
あ

る
こ
と
を
再
度
強
調
し
、
違
法

性
を
追
及
す
る
た
め
に
も
控
訴

す
べ
き
と
述
べ
た
。

　
末
永
氏
は
、
本
来
、
医
学
実

習
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
る
医
師

か
ら
、
同
展
問
題
に
疑
問
視
す

る
声
が
上
が
る
べ
き
と
考
え
て

い
る
と
し
、
宗
川
氏
が
明
ら
か

に
し
た
東
大
へ
の
寄
付
金
問
題

な
ど
、
医
学
界
の
倫
理
が
問
わ

れ
て
い
る
と
報
告
し
た
。

　
宗
川
氏
も
、
医
学
教
育
に
お

い
て
プ
ラ
ス
ト
ミ
ッ
ク
標
本
が

使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
を
今
後
、
ど
う

考
え
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な

る
と
し
た
。

　
な
お
、
協
会
会
員
に
も
呼
び

か
け
た
同
展
を
巡
る
民
事
訴
訟

の
公
正
な
判
決
を
求
め
る
請
願

署
名
に
つ
い
て
は
個
人
１
２
２

２
筆
、
団
体
　
団
体
か
ら
集
ま

３３

り
、
京
都
地
裁
に
提
出
し
た
。

ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
お

礼
申
し
上
げ
る
。

金
融
共
済
委
員
会

（
２
／
　
）の
状
況

２２

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
４
件
、
加
入
２
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
１
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

マスコミに趣旨説明を行うネットワークのメンバー

京
都
地
検
、
不
起
訴
処
分
と
し
た
が

「
今
後
は
同
じ
方
法
で
展
示
行
え
な
い
」

人体の不思議展

「人体の不思議展」への取り組みの主な経緯
（愛媛、福島等から）京都府保険医協会へ京都展開
催への反対を求めるメールが届く

10月15日

２
０
１
０
年

協会理事長名で自治体・教育委員会・マスコミへ
の後援中止要請を送付。会場の「みやこめっせ」
に会場使用許可の取り消しを要請

10月21日

開催中止を求める協会理事会声明を発表10月26日

京都民医連と協会の連名で、生協へチケットあっ
せんの中止を要請

11月  8日

京都府警へ告発（告発人９人）。まだ展示が始まっ
ていないこと、また根拠とした死体解剖保存法第
19条の「保存」と今回の展示が同じか厚労省の見
解が分からないということを理由に不受理
その後、告発人が「みやこめっせ」へ会場使用許
可を取り消すよう要請。「みやこめっせ」は許可に
問題はないと回答

11月19日

再び京都府警に告発状を提出（告発人12人、関理
事長をはじめ医師５人が加わる）
再び不受理。やはり厚労省の見解が分からない
からと回答。しかし独自の捜査は開始しており、
違法性があれば必ず告発状は受理すると回答

12月  9日

人体の不思議展を考える京都ネットワーク立ち上げ12月16日

ネットワークとして「みやこめっせ」と京都市へ
会場使用許可の取り消しを要請

12月17日

阿部とも子議員事務所を介して厚労省担当課と
懇談。標本は死体との見解を受ける。死体解剖
保存法の解釈については、現時点で直ちに違法と
は言えないとしたものの、今後の状況によっては
可能性が無いわけではないとした

1月17日

宗川氏を原告に同展実行委員会を民事提訴。記
者会見を開催

1月20日

１
１
年

京都府警が告発状を受理2月  1日

講演会「医学・医療に関わる倫理を考える」を開催2月20日

京都地裁にて民事訴訟第１回口頭弁論が開かれ、
終了後、報告会を行う

9月21日

民事訴訟弁論準備手続き、および第２回弁論が開
かれ、結審。判決は12年２月16日に行うと言い
渡される。終了後、報告会を開催

12月14日

京都地検より刑事告訴に対し不起訴とする処分
通知書

12月21日

京都地検の担当検事に面談を申し込み、今回の不
起訴と判断した経緯や見解を確認

12月28日

京都検察審査会へ申立を行い、同時に記者クラブ
においてマスコミに対し、趣旨説明を行う

2月13日１
２
年 京都地裁から訴訟棄却の判決。報告集会を開催2月16日

 訃
　
報
 

　
藤
田
元
久
氏
（
享
年
　
歳
、

８７

下
京
西
部
）２
月
４
日
ご
逝
去
。

　
西
村
弘
氏（
享
年
１
０
０
歳
、

中
京
東
部
）２
月
　
日
ご
逝
去
。

２７

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。
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